
特 別 掲 載

は
じ
め
に

本
年（
２
０
２
３
年
）１
月
４
日
の

年
頭
記
者
会
見
に
お
い
て
、
岸
田
文

雄
総
理
は
、「
異
次
元
の
少
子
化
対

策
に
挑
戦
す
る
」こ
と
を
表
明
し
た
。

さ
ら
に
、
１
月
23
日
の
第
２
１
１
回

国
会
の
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
、

「
６
月
ま
で
に
将
来
的
な
こ
ど
も
・

子
育
て
予
算
倍
増
に
向
け
た
大
枠
を

提
示
」す
る
と
宣
言
し
た
。
こ
こ
に
、

「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」
と
「
こ

ど
も
・
子
育
て
予
算
倍
増
」
が
注
目

ワ
ー
ド
に
な
っ
た
。

本
年
４
月
に
こ
ど
も
家
庭
庁
が
創

設
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
岸
田
総
理

は
、「
少
子
化
対
策
の
拡
充
」
が
国

民
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
格
好
の
ア
ジ
ェ

ン
ダ
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

岸
田
総
理
の
指
示
を
受
け
て
、
小

倉
將
信
こ
ど
も
政
策
担
当
大
臣
の
下

に
関
係
省
庁
に
よ
る
会
議
や
有
識
者

会
議（
こ
ど
も
未
来
戦
略
会
議
）を
設

置
し
、
こ
れ
ら
の
場
で
の
検
討
を
通

し
て
、
本
年
６
月
13
日
に
「
こ
ど
も

未
来
戦
略
方
針
」
が
と
り
ま
と
め
ら

れ
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

岸
田
総
理
が
少
子
化
問
題
を
大
き

な
政
策
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
背

景
に
は
、
近
年
の
出
生
数
の
急
速
な

低
下
が
あ
る
。
わ
が
国
の
年
間
出
生

数
は
長
期
間
の
低
下
傾
向
に
あ
る

が
、
２
０
１
５
年
ま
で
は
か
ろ
う
じ

て
年
間
１
０
０
万
人
台
を
維
持
し
て

い
た
。
そ
れ
が
、
２
０
１
６
年
に
１

０
０
万
人
台
を
割
り
込
み
90
万
人
台

に
な
り
、
２
０
１
９
年
に
は
80
万
人

台
に
な
り
、
そ
し
て
２
０
２
２
年
に

は
77
万
人
と
な
っ
た
。
３
年
ご
と
に

10
万
人
単
位
で
減
少
、
毎
年
約
４
％

前
後
の
減
少
と
い
う
急
激
さ
で
あ
る
。

２
０
２
２
年
の
合
計
特
殊
出
生
率
は

１
・
26
と
、
２
０
０
５
年
と
並
ん
で

過
去
最
低
の
数
値
を
記
録
し
た
。

岸
田
総
理
の
「
出
生
率
を
反
転
さ

せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
前
述
の

施
政
方
針
演
説
）と
い
う
意
気
込
み

の
も
と
に
策
定
さ
れ
た
「
こ
ど
も
未

来
戦
略
方
針
」
が
、は
た
し
て
今
後
、

わ
が
国
の
出
生
数
や
出
生
率
の
低
下

に
歯
止
め
を
か
け
る
戦
略
と
な
る
の

か
ど
う
か
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
「
こ

ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
の
内
容
を
点

検
す
る
。
次
い
で
、
わ
が
国
の
30
年

間
の
少
子
化
対
策
を
振
り
返
り
つ

つ
、
今
回
の
少
子
化
対
策
の
評
価
や

今
後
の
課
題
を
考
察
す
る
。

Ⅰ　
「
こ
ど
も
未
来
戦

略
方
針
」
に
つ
い
て

⑴　

総
論
的
な
批
評

「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」（
以
下

「
戦
略
方
針
」
と
い
う
）に
は
、「
次

元
の
異
な
る
少
子
化
対
策
の
実
現
の

た
め
の
『
こ
ど
も
未
来
戦
略
』
の
策

定
に
向
け
て
」
と
い
う
副
題
が
つ
い

て
い
る
。
戦
略
方
針
は
、
本
年
末
ま

で
に
策
定
予
定
の
「
こ
ど
も
未
来
戦

略
」
の
方
向
づ
け
を
示
し
た
と
い
う

位
置
づ
け
で
あ
る
。
た
だ
、「
方
針
」

と
い
う
に
は
Ａ
４
判
で
30
頁
と
い
う

大
部
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
か
な

り
具
体
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
の

で
、年
末
ま
で
に
策
定
さ
れ
る
の
は
、

現
時
点
で
は
不
透
明
な
財
源
の
あ
り

方
を
明
確
に
し
た
も
の
を
加
え
る
く

ら
い
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
略
方
針
の
冒
頭
で
は
、
少
子
化

ト
レ
ン
ド
を
反
転
さ
せ
る
た
め
に

は
、「
２
０
３
０
年
ま
で
が
ラ
ス
ト

チ
ャ
ン
ス
」
で
あ
る
と
強
調
し
て
い

る
。
な
ぜ
２
０
３
０
年
ま
で
な
の
か

に
つ
い
て
は
、
２
０
３
０
年
代
に
は

若
年
人
口
が
急
激
に
減
少
す
る
か

ら
、
と
し
て
い
る
。
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特 別 掲 載

し
か
し
、
こ
の
認
識
は
必
ず
し
も

正
し
く
な
い
。
若
年
人
口
と
い
う
か

ら
「
15
歳
未
満
人
口
」（
年
少
人
口
）

の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
国
立
社

会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
「
日

本
の
将
来
推
計
人
口（
令
和
５
年
）」

に
よ
れ
ば
、
年
少
人
口
は
２
０
２
０

年
か
ら
２
０
２
９
年
の
10
年
間
で

16
％
減
少
す
る
が
、
２
０
３
０
年
か

ら
２
０
３
９
年
の
10
年
間
で
は
８
％

の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。

少
子
化
対
策
に
お
け
る
わ
が
国
の

「
真
の
ラ
ス
ト
チ
ャ
ン
ス
」
は
第
２

次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
が
ま
だ
出
産

期
に
あ
っ
た
２
０
０
５
～
２
０
１
０

年
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
時
期
に

「
子
ど
も
を
生
み
育
て
や
す
い
社
会
」

を
構
築
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今

日
の
少
子
化
状
況
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。個

別
の
政
策
に
関
す
る
批
評
は
次

節
で
述
べ
る
と
し
て
、
財
源
の
確
保

策
が
あ
い
ま
い
な
点
が
問
題
で
あ

る
。
国
政
レ
ベ
ル
で
企
画
す
る
政
策

は
そ
の
実
現
の
た
め
の
財
源
と
セ
ッ

ト
で
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
戦

略
方
針
で
は
財
源
確
保
策
が
不
明
で

あ
る
た
め
に
、
提
案
さ
れ
た
政
策
の

実
現
可
能
性
が
不
明
と
な
り
、
そ
の

結
果
、
国
民
へ
の
発
信
力
が
弱
ま
っ

て
い
る
。

財
源
確
保
策
と
し
て
は
、
①
徹
底

し
た
歳
出
改
革
、
②
既
存
予
算
の
活

用
、③
社
会
保
険
の
賦
課
・
徴
収
ル
ー

ト
を
活
用
す
る
支
援
金
、
の
３
点
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
③
は
医
療
保
険

制
度
の
活
用
が
想
定
さ
れ
、
報
道
で

は
国
民
１
人
当
た
り
月
５
０
０
円
程

度
の
保
険
料
負
担
増
と
い
わ
れ
て
い

る
が
、
歳
出
削
減
に
よ
る
社
会
保
険

の
負
担
減
に
よ
り
、
実
質
的
に
は
追

加
負
担
は
生
じ
さ
せ
な
い
、と
す
る
。

歳
出
改
革
は
、「
言
う
は
易
し
、

行
う
は
難
し
」
の
典
型
例
で
あ
る
。

と
く
に
社
会
保
障
分
野
で
の
公
費
削

減
は
難
し
い
。
２
０
０
０
年
以
降
、

小
泉
内
閣
に
お
い
て
、
社
会
保
障
関

連
の
予
算
を
年
間
２
千
億
円
抑
制
す

る
と
し
て
、
医
療
保
険
制
度
改
革
な

ど
が
行
わ
れ
た
。
な
か
な
か
厳
し
い

方
針
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
社
会
保

障
関
連
予
算
を
前
年
度
比
で
減
額
す

る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
保
障
費
用

の
増
加
分
の
中
で
２
千
億
円
抑
制
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
民
主
党
政
権
で

は
「
事
業
仕
分
け
」
が
大
々
的
に
行

わ
れ
た
が
、
社
会
保
障
関
連
予
算
を

前
年
度
比
で
減
額
す
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
人
口
高
齢
化
の
進

行
に
よ
り
、
高
齢
者
医
療
費
や
介
護

保
険
給
付
、
老
齢
年
金
給
付
な
ど
は

年
々
増
加
し
て
い
く
た
め
に
、
社
会

保
障
関
連
予
算
の
削
減
は
相
当
に
困

難
で
あ
る
。

令
和
６
年
度
予
算
で
は
、
医
療
保

険
の
診
療
報
酬
、
介
護
保
険
の
介
護

報
酬
、
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報

酬
の
ト
リ
プ
ル
改
定
を
控
え
て
い
る

が
、
賃
金
の
増
加
や
光
熱
水
費
な
ど

の
物
価
上
昇
の
状
況
下
に
お
い
て
、

事
業
関
係
者
は
プ
ラ
ス
改
定
を
望
ん

で
い
る
。
仮
に
こ
れ
ら
を
マ
イ
ナ
ス

改
定
と
す
る
こ
と
は
、
医
療
・
介
護
・

福
祉
事
業
者
の
経
営
難
や
人
材
の
確

保
難
に
つ
な
が
り
、
医
療
・
介
護
・

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
縮
小
や
国

民
の
不
安
感
を
増
す
だ
け
で
あ
ろ

う
。
は
た
し
て
令
和
６
年
度
予
算
で

社
会
保
障
関
連
予
算
の
歳
出
削
減
を

実
施
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
戦

略
方
針
に
い
う
「
徹
底
し
た
歳
出
改

革
」
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
の
試

金
石
で
あ
る
。

ま
た
、
仮
に
社
会
保
険
に
お
い
て

公
費
削
減
を
行
う
に
し
て
も
、
削
減

分
は
利
用
者
の
自
己
負
担
増
に
は
ね

か
え
る
の
が
通
例
で
あ
っ
て
、
実
質

的
な
国
民
負
担
は
変
わ
ら
な
い
。
歳

出
削
減
を
し
て
「
実
質
的
に
追
加
負

担
を
生
じ
さ
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と

は
、
実
現
困
難
で
あ
ろ
う
。

次
に
支
援
金
制
度
で
あ
る
が
、
戦

略
方
針
で
は
「
全
世
代
型
で
子
育
て

世
帯
を
支
え
る
観
点
か
ら
、
賦
課
対

象
者
の
広
さ
を
考
慮
し
つ
つ
社
会
保

険
の
賦
課
・
徴
収
ル
ー
ト
を
活
用
す

る
」
と
し
て
い
る
。
社
会
保
険
は
、

保
険
料
を
負
担
す
る
見
返
り
に
保
険

給
付
を
受
け
る
と
い
う
給
付
と
負
担

の
関
係
が
一
対
と
な
っ
て
い
る
点
に

特
徴
が
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
被
保

険
者
は
、
保
険
給
付
に
対
応
し
な
い

保
険
料
を
負
担
す
る
義
務
は
な
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
高
齢
者

支
援
金
は
、
被
保
険
者
に
対
す
る
保

険
給
付
で
は
な
い
か
ら
前
例
が
あ
る

と
い
う
見
方
も
あ
る
が
、
高
齢
者
支

援
金
は
医
療
保
険
制
度
全
体
の
広
義

の
財
政
調
整
の
仕
組
み
で
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
少
子
化
対
策
に
保
険
料

を
拠
出
す
る
と
い
う
の
は
、
医
療
保

険
の
保
険
給
付
と
は
無
関
係
で
あ

り
、
社
会
保
険
の
原
則
か
ら
逸
脱
し

て
い
る
。
後
述
す
る
と
お
り
、
筆
者

は
、
今
回
の
具
体
的
政
策
が
出
生
率

の
反
転
上
昇
を
も
た
ら
す
と
は
考
え
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に
く
い
の
で
、
社
会
保
険
の
原
則
を

崩
し
て
ま
で
社
会
保
険
料
の
負
担
を

少
子
化
対
策
に
あ
て
る
必
要
は
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

⑵　

具
体
的
な
施
策
に
対
す
る
批
評

戦
略
方
針
で
は
、
２
０
２
８
年
度

ま
で
の
「
加
速
化
プ
ラ
ン
」
に
お
い

て
実
施
す
る
も
の
と
し
て
具
体
的
な

施
策
を
提
案
し
て
い
る
。
子
ど
も
の

誕
生
か
ら
成
長
、
大
学
進
学
、
さ
ら

に
は
社
会
人
と
な
っ
て
か
ら
の
育
児

休
業
関
連
と
、
子
育
て
世
帯
の
年
齢

進
行
に
あ
わ
せ
て
新
規
施
策
や
施
策

の
拡
充
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

少
子
化
対
策
の
分
野
別
に
み
る

と
、
戦
略
方
針
に
掲
げ
ら
れ
た
施
策

は
、
経
済
的
支
援
、
保
健
・
保
育
サ
ー

ビ
ス
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
に

関
す
る
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
こ
れ

ら
は
少
子
化
対
策
の
従
来
の
範
疇
と

変
わ
ら
な
い
。そ
う
し
た
点
で
は「
異

次
元
の
少
子
化
対
策
」
と
い
う
よ
り

は「
同
次
元
の
少
子
化
対
策
の
充
実
」

と
言
っ
た
ほ
う
が
中
身
に
即
し
て
い

る
。戦

略
方
針
に
掲
げ
ら
れ
た
具
体
的

施
策
の
う
ち
主
な
も
の
を
整
理
す
る

と
、
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

従
来
の
少
子
化
対
策
に
は
な
か
っ

た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
保
育
所
の
職
員
配
置
基
準
の
改
善
」

と
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
で

あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
75
年
ぶ

り
の
配
置
基
準
改
善
で
あ
り
評
価
で

き
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
も
っ
と
以

前
に
手
掛
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
ろ

う
。
近
年
の
保
育
所
で
の
保
育
士
の

労
働
過
重
や
幼
児
虐
待
な
ど
の
事
案

を
み
る
と
、
さ
ら
に
改
善
が
必
要
な

分
野
で
あ
ろ
う
。

後
者
は
、
保
護
者
の
就
労
状
況
は

問
わ
ず
に
誰
で
も
保
育
所
を
利
用
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
在
宅
で
育
児
を

す
る
世
帯
に
と
っ
て
は
朗
報
で
あ

る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国

の
保
育
政
策
は
保
育
所
中
心
と
な
っ

て
い
て
、
在
宅
で
育
児
を
す
る
世
帯

に
は
支
援
が
欠
け
て
い
る
の
で
在
宅

育
児
支
援
策
の
強
化
を
主
張
し
て
き

た
。
こ
の
た
め
、「
こ
ど
も
誰
で
も

通
園
制
度
」
は
そ
の
一
歩
と
し
て
評

価
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
際
の
現
場

で
は
こ
う
し
た
施
策
を
取
り
入
れ
る

余
裕
が
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
と
想
定

さ
れ
る
の
で
、
２
０
２
４
年
度
か
ら

の
モ
デ
ル
事
業
に
期
待
し
た
い
。

こ
れ
ら
以
外
に
、「
出
産
費
用
の

保
険
適
用
」
や
「
年
収
の
壁
へ
の
対

応
」
と
い
っ
た
新
規
施
策
も
期
待
が

持
て
る
。

具
体
的
な
施
策
の
ト
ッ
プ
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
児
童
手
当
の

拡
充
で
あ
る
。
内
容
は
、
①
所
得
制

限
の
撤
廃
、
②
支
給
期
間
を
高
校
生

年
代
ま
で
延
長
、
③
第
３
子
以
降
は

３
万
円
給
付
、
で
あ
り
、
２
０
２
４

年
度
中
の
実
施
に
向
け
て
検
討
す

る
、
と
し
て
い
る
。

児
童
手
当
の
拡
充
に
つ
い
て
、
実

際
に
給
付
を
受
け
る
子
育
て
世
帯
は

歓
迎
す
る
だ
ろ
う
が
、
問
題
点
は
大

き
く
言
っ
て
二
つ
。
一
つ
は
財
源
の

確
保
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の

措
置
を
講
ず
る
費
用
は
約
１
・
２
兆

円
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
現
行
の
児

童
手
当
の
費
用
は
約
２
兆
円
で
あ

る
。
そ
の
60
％
増
し
の
費
用
の
財
源

を
ど
の
よ
う
に
捻
出
す
る
の
か
。
児

童
手
当
は
現
行
制
度
に
お
い
て
も
、

そ
の
財
源
は
、
こ
ど
も
の
年
齢
区
分

や
被
用
者
・
非
被
用
者
別
に
、
国
、

地
方
自
治
体
、
事
業
主
と
複
雑
に
分

か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
支
援
金
」

を
入
れ
る
と
な
る
と
、
一
層
複
雑
化

す
る
。
ま
た
、
戦
略
方
針
で
は
、
児

童
手
当
の
拡
充
は
２
０
２
４
年
度
中

に
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
支
援
金
制

度
の
詳
細
は
２
０
２
３
年
末
に
結
論

を
出
す
と
あ
る
。
支
援
金
制
度
の
創

設
に
関
し
て
２
０
２
４
年
度
に
関
連

法
案
を
提
出
し
、
成
立
す
る
の
か
ど

う
か
。
財
源
確
保
策
が
不
十
分
な
ま

ま
児
童
手
当
の
拡
充
策
が
先
行
す

る
、と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

結
局
、
つ
な
ぎ
財
源
と
し
て
想
定
さ

れ
て
い
る
「
こ
ど
も
特
例
公
債
」
に

依
存
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い（
表
２
）。

二
つ
目
は
、
後
述
す
る
が
、
児
童

手
当
の
拡
充
は
出
生
率
の
反
転
な
ど

の
少
子
化
対
策
に
は
効
果
が
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。

費
用
対
効
果
の
面
で
巨
額
の
費
用
を

投
じ
る
に
値
す
る
制
度
と
言
え
る
か

ど
う
か
議
論
が
必
要
で
あ
る
。

Ⅱ　

少
子
化
対
策
の
不

都
合
な
真
実

⑴　

失
わ
れ
た
30
年

53
頁
表
３
は
、
わ
が
国
で
少
子
化

対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
現
在
ま
で
の
間
の
主
な
少
子
化

対
策
の
名
称
と
出
生
数
、
合
計
特
殊

出
生
率（
以
下
「
出
生
率
」
と
い
う
）

な
ど
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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最
初
の
対
策
で
あ
る
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ

ン
か
ら
本
年
の
戦
略
方
針
ま
で
ち
ょ

う
ど
30
年
間
。
こ
の
間
、
数
多
く
の

少
子
化
対
策
が
策
定
さ
れ
た
。
し
か

し
、
出
生
数
は
若
干
の
増
減
は
あ
っ

た
も
の
の
減
少
し
続
け
、
２
０
２
２

年
に
は
つ
い
に
70
万
人
台
に
な
っ

た
。
出
生
率
は
１
９
８
９
年
の
１
・

57
シ
ョ
ッ
ク
以
来
低
下
し
た
が
、
２

０
０
６
年
か
ら
反
転
上
昇
、
２
０
１

８
年
か
ら
再
び
低
下
し
て
い
る
。
２

０
２
２
年
の
数
値
は
ど
ち
ら
も
過
去

最
低
を
記
録
し
た
。
こ
う
し
た
結
果

だ
け
を
み
れ
ば
、
日
本
経
済
と
同
様

に
、
少
子
化
対
策
に
つ
い
て
も
「
失

わ
れ
た
30
年
」と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
講
じ
ら
れ
て
き
た
少
子

化
対
策
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
子
育

て
世
帯
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
施
策
を

展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
子
育
て
負
担

の
軽
減
、
ひ
い
て
は
出
生
率
の
反
転

上
昇
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

対
処
療
法
的
な
政
策
の
展
開
で
あ
っ

た
。

た
と
え
ば
、
保
育
所
不
足
か
ら
大

勢
の
待
機
児
童
の
存
在
が
問
題
化
し

た
と
き
に
は
、「
待
機
児
童
ゼ
ロ
作

戦
」（
２
０
０
１
年
）に
よ
り
保
育
所

の
増
設
と
待
機
児
童
の
解
消
が
進
め

ら
れ
た
。
子
育
て
費
用
の
負
担
が
重

い
と
言
え
ば
、
負
担
軽
減
を
図
る
た

め
に
児
童
手
当
の
金
額
の
引
上
げ
や

支
給
対
象
範
囲
の
拡
大
が
行
わ
れ

た
。
仕
事
と
育
児
の
両
立
が
難
し
い

と
言
え
ば
、
育
児
休
業
法
の
制
定
と

そ
の
後
の
育
児
休
業
制
度
の
充
実
が

図
ら
れ
た
。
出
産
費
用
の
負
担
が
重

い
と
い
え
ば
、
出
産
育
児
一
時
金
の

引
上
げ
や
妊
産
婦
健
診
費
の
負
担
軽

減
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
表
３
を
み
る
と
、
最
終

的
に
は
こ
れ
ら
の
施
策
は
出
生
率
の

反
転
上
昇
に
は
十
分
な
成
果
を
も
た

ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ

う
。保

育
所
入
所
待
機
児
童
数
は
２
０

０
４
年
に
は
全
国
で
２
万
５
千
人
近

く
い
た
が
、
そ
の
後
保
育
所
の
増
設

等
に
よ
り
２
０
１
８
年
頃
か
ら
急
速

に
減
少
、
２
０
２
２
年
４
月
に
は
２

９
４
４
人
と
過
去
最
少
を
記
録
し

た
。
し
か
し
、
待
機
児
童
数
が
減
少

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
生
数

表１　こども未来戦略方針の主な具体的施策と実施時期

項　目 具体的内容 実施時期

児童手当の拡充 ○所得制限を撤廃
○支給期間を、現行の中学生から高校生
年代まで延長
○第３子以降は３万円支給

2024年度中

出産費用の負担軽減 ○出産費用（正常分娩）の保険適用の導入 2026年度目途

高等教育費の負担軽減 ○授業料減免及び給付型奨学金について、
多子世帯や理工農系の学生等の中間層（世
帯年収約600万円）に拡大
○授業料後払い制度の導入

2024年度

2024年度から修士
段階の学生を対象
に導入

幼児教育・保育の質の
向上

○保育所の1歳児及び４・５歳児の職員配
置基準の改善

2024年度

全ての子育て家庭を対
象にした保育の拡充

○就労要件を問わず時間単位等で柔軟に
利用できる「こども誰でも通園制度」（仮
称）を創設

2024年度一部で先
行実施

育児休業の取得促進等 ○男性の育児休業取得率の目標値の設定
（民間：2025年50％、2030年85％）
○「産後パパ育休」給付金の給付率を賃
金の8割程度（手取りで10割）に引上げ
○「育児時短就業給付」（仮称）の創設

2025年度実施に向
けて検討
2025年度実施目途

雇用保険の適用拡大 ○週所定労働時間20時間未満の労働者の
雇用保険の適用

2028年度実施目途

「年収の壁」への対応 〇企業に支援パッケージを2023年中に実
施し、さらに制度の見直しに取り組む

2023年10月

表２　財源の確保策

○新たな特別会計（いわゆる「こども金庫」）を創設
○2028年度までに徹底した歳出改革等を行い、実質的に追加負担を生じさせ
ないことを目指す
○こども・子育て関連予算充実のための増税は行わない
○企業を含め社会・経済の参加者全員が広く負担する新たな仕組み（「支援金
制度（仮称）」を構築、その詳細について2023年末に結論を出す
○加速化プランの実施が完了する2028年度までに安定財源を確保する
○それまでの間は、つなぎの財源として、こども特例公債を発行する
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特 別 掲 載

や
出
生
率
は
低
下
し
た
。
２
０
１
９

年
実
施
の
「
幼
児
教
育
・
保
育
の
無

償
化
」
は
、少
子
化
と
い
う
「
国
難
」

に
対
応
す
る
た
め
の
安
倍
内
閣（
当

時
）の
看
板
政
策
で
あ
っ
た
が
、
出

生
率
の
向
上
に
は
つ
な
が
っ
て
い
な

い
。児

童
手
当
の
支
給
金
額
の
引
上
げ

や
対
象
範
囲
の
拡
大
は
２
０
０
０
年

代
に
何
度
か
実
施
さ
れ
た
。
２
０
０

９
年
の
民
主
党
政
権
時
の
「
子
ど
も

手
当
」
を
契
機
に
、
支
給
水
準
が
従

来
の
１
人
当
た
り
月
額
５
千
円
か
ら

１
万
円
等
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
し

か
し
、
児
童
手
当
の
支
給
水
準
の
引

上
げ
が
出
生
率
等
の
上
昇
に
成
果
を

あ
げ
た
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な

い
。育

児
休
業
制
度
の
場
合
も
、
制
度

の
充
実
と
出
生
率
と
の
関
係
が
不
明

で
あ
る
。
育
児
休
業
法
に
基
づ
く
育

児
休
業
制
度
は
１
９
９
２
年
４
月
か

ら
施
行
さ
れ
た
が
、
少
子
化
対
策
で

は
「
育
児
と
仕
事
の
両
立
支
援
策
」

の
中
核
を
な
し
、
そ
の
後
、
実
に
多

く
の
改
善
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
。「
パ
パ
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
」（
２

０
１
０
年
）、
育
児
休
業
給
付
金
の

引
上
げ（
２
０
１
４
年
）、「
パ
パ
休

暇
」（
２
０
１
９
年
）、「
産
後
パ
パ
休

暇
」（
２
０
２
２
年
）な
ど
。
男
性
の

育
休
取
得
率
は
、
２
０
２
１
年
度
は

約
14
％
と
過
去
最
高
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
表
３
の
と
お
り
、
出
生
率
上

昇
の
効
果
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難

い
。こ

う
し
て
み
る
と
、
戦
略
方
針
に

あ
る
児
童
手
当
の
拡
充
や
育
児
休
業

制
度
の
充
実
の
施
策
が
出
生
率
向
上

に
つ
な
が
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
念

が
生
じ
る
。

さ
ら
に
、
次
に
述
べ
る
韓
国
の
例

を
参
考
に
す
る
と
、
お
そ
ら
く
ほ
と

ん
ど
効
果
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と

推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑵　

韓
国
の
事
例

韓
国
の
出
生
率
は
、
１
９
７
０
年

に
は
４
・
53
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

低
下
傾
向
と
な
り
、
２
０
０
０
年
頃

に
は
１
・
５
を
下
回
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
、ノ
ム
ヒ
ョ
ン
政
権（
２

０
０
３
～
２
０
０
８
）で
は
、
２
０

０
４
年
６
月
に
第
１
次
育
児
支
援
政

策
を
発
表
。
２
０
０
５
年
に
は
低
出

産
・
高
齢
社
会
基
本
法
が
制
定
さ
れ

た
。
女
性
が
出
産
後
も
働
き
続
け
ら

れ
る
よ
う
に
「
短
時
間
勤
務
制
度
」

を
導
入
し
た
。

イ
ミ
ョ
ン
バ
ク
政
権（
２
０
０
８

～
２
０
１
３
）は
、
一
定
以
上
の
企

業
に
保
育
施
設
の
設
置
を
義
務
づ
け

た
。
２
０
０
９
年
に
は
、
在
宅
で
育

児
を
す
る
世
帯
を
対
象
に
「
養
育
手

当
制
度
」
を
導
入
し
た
。
パ
ク
ク
ネ

政
権（
２
０
１
３
～
２
０
１
７
）は
、

保
育
施
設
を
無
料
で
利
用
で
き
る

「
無
償
保
育
」
の
所
得
制
限
を
撤
廃
、

２
０
１
４
年
10
月
か
ら
は
男
性
の
育

児
休
業
取
得
を
奨
励
し
、「
パ
パ
育

児
休
業
ボ
ー
ナ
ス
制
度
」
を
実
施
。

ム
ン
ジ
ェ
イ
ン
政
権（
２
０
１
７
～

２
０
２
２
）は
、
２
０
１
８
年
９
月

に
す
べ
て
の
児
童
を
対
象
に
月
１
万

ウ
ォ
ン
を
支
給
す
る
「
児
童
手
当
」

を
導
入
し
た
。

韓
国
政
府
は
、２
０
０
６
年
以
降
、

少
子
化
対
策
に
２
８
０
兆
ウ
ォ
ン
の

予
算
を
投
じ
た
。
日
本
円
に
し
て
約

28
兆
円
に
の
ぼ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
韓
国
は
２
０
０
０
年

代
に
入
っ
て
か
ら
熱
心
に
少
子
化
対

策
を
展
開
し
て
き
た
が
、
出
生
率
は

２
０
２
１
年
に
は
０
・
81
、
２
０
２

２
年
に
は
０
・
78
と
１
を
下
回
る
低

水
準
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

少
子
化
対
策
は
経
済
的
支
援
と
保
育

サ
ー
ビ
ス
や
育
児
休
業
制
度
の
充
実

に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
功
を

奏
し
な
か
っ
た
。
出
生
率
低
下
の
理

由
と
し
て
、
若
者
の
未
婚
率
が
高
い

こ
と
や
就
職
難
、
ソ
ウ
ル
市
内
の
住

宅
の
高
騰
、
夫
婦
の
間
で
旧
来
の
価

値
観
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

様
々
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
年
６
月
13
日
、
戦
略
方
針
を
閣

議
決
定
し
た
夜
、
岸
田
総
理
は
首
相

官
邸
で
の
記
者
会
見
で
、
２
０
２
８

年
度
ま
で
に
取
り
組
む
加
速
化
プ
ラ

ン
で
毎
年
３
・
５
兆
円
を
投
じ
、
少

子
化
対
策
を
画
期
的
に
前
進
さ
せ
、

少
子
化
ト
レ
ン
ド
を
反
転
さ
せ
た

い
、
と
意
気
込
み
を
示
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
の
新
聞
各
社
が

行
っ
た
世
論
調
査
を
み
る
と
、
今
回

の
少
子
化
対
策
へ
の
国
民
の
評
価
は

芳
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
読
売
新

聞
社
が
７
月
21
～
23
日
に
行
っ
た
全

国
世
論
調
査
に
よ
る
と
、「
政
府
の

対
策
で
少
子
化
問
題
の
改
善
が
期
待

で
き
る
か
」
と
い
う
質
問
に
、「
期

待
で
き
る
」23
％
、「
期
待
で
き
な
い
」

73
％
と
な
っ
た
。
他
の
調
査
で
は
、

「
支
援
金
」
に
よ
る
社
会
保
険
料
引
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上
げ
な
ど
の
少
子
化
対
策
に
伴
う
負

担
増
に
対
し
、
国
民
の
約
７
割
は
反

対
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

今
回
の「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」

に
国
民
の
期
待
値
が
低
い
の
は
、税
・

社
会
保
険
料
の
負
担
増
へ
の
懸
念
以

外
に
、
わ
が
国
の
世
帯
構
造
の
大
き

な
変
化
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
る
。

18
歳
未
満
の
子
ど
も
が
い
る
「
子
育

て
世
帯
」
の
割
合
は
、
２
０
２
２
年

に
全
世
帯
の
18
％
と
初
め
て
全
体
の

20
％
を
割
っ
た（
厚
生
労
働
省
の
国

民
生
活
基
礎
調
査
に
よ
る
）。
１
９

８
５
年
に
は
47
％
、
２
０
０
０
年
に

は
29
％
を
占
め
て
い
た
が
、
年
々
低

下
し
て
い
る
。
岸
田
総
理
が
「
画
期

的
な
対
策
」
と
力
説
し
て
も
、
児
童

手
当
の
増
額
な
ど
の
給
付
を
受
け
る

世
帯
は
全
世
帯
の
約
２
割
で
あ
り
、

残
り
の
８
割
の
世
帯
、
と
く
に
高
齢

者
世
帯
に
は
給
付
は
な
く
、
負
担
を

す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
少
子
化
対
策
へ
の
負
担
増
に

は
賛
同
し
難
い
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
少
子
化
対
策
の
不
都
合

な
真
実
」
で
前
述
し
た
と
お
り
、
児

童
手
当
の
増
額
や
育
児
休
業
制
度
の

充
実
な
ど
の
施
策
が
出
生
率
の
反
転

上
昇
に
は
効
果
が
薄
い
と
い
う
こ
と

も
、
今
回
の
対
策
に
対
す
る
期
待
度

を
下
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。

戦
略
方
針
の
内
容
は
、
岸
田
総
理

の
「
こ
ど
も
・
子
育
て
予
算
倍
増
」

の
指
示
か
ら
施
策
規
模
を
大
き
く
し

て
い
る
感
が
あ
る
。
財
源
確
保
策
を

明
確
に
し
て
、
国
民
負
担
が
増
え
な

い
こ
と
を
確
実
に
し
た
上
で
、
確
保

で
き
る
財
源
に
見
合
っ
た
施
策
を
計

画
・
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と

考
え
る
。
最
後
に
、
戦
略
方
針
に
欠

け
て
い
る
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
今
や

少
子
化
の
最
大
の
原
因
と
な
っ
て
い

る
未
婚
問
題
へ
の
対
応
と
、
税
制
面

か
ら
の
支
援
策
で
あ
る
。
児
童
手
当

拡
充
の
財
源
に
使
わ
れ
た
年
少
扶
養

控
除
の
復
活
や
、
税
や
社
会
保
険
料

の
大
宗
を
負
担
す
る
現
役
世
代
の
所

得
税
減
税
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

〈
参
考
〉　

韓
国
の
少
子
化
対
策
の
情
報
は
、

金
明
中
氏（
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所
上
席
研
究

員
）の
記
事（
東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン
掲
載
）な

ど
を
参
考
に
し
た
。

表３　少子化対策の変遷

年 少子化対策の名称 出生数
（万人）

合計特殊
出生率 特記事項

1994 エンゼルプラン 124 1.50
1995 119 1.42
1996 121 1.43
1997 119 1.39
1998 120 1.38
1999 新エンゼルプラン 118 1.34
2000 119 1.36
2001 待機児童ゼロ作戦 117 1.33
2002 115 1.32

2003
次世代育成支援対策推進法
少子化社会対策基本法
少子化社会対策大綱

112 1.29 少子化担当大臣の設置

2004 こども・子育て応援プラン 111 1.29
2005 106 1.26
2006 新しい少子化対策について 109 1.32

2007「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 109 1.34 ワークライフバランス憲章
2008 新待機児童ゼロ作戦 109 1.37
2009 107 1.37
2010 子ども・子育てビジョン 107 1.39 子ども手当の実施
2011 105 1.39
2012 子ども・子育て支援法 104 1.41 社会保障・税の一体改革

2013 待機児童解消加速化プラン少子化危機突破のための緊急対策 103 1.43

2014 100 1.42 育児休業給付金引上げ
2015 第３次少子化社会対策大綱 101 1.45 希望出生率1.8目標
2016 ニッポン一億総活躍プラン 98 1.44
2017 子育て安心プラン 95 1.43
2018 92 1.42
2019 87 1.36 幼児教育・保育の無償化

2020 第４次少子化社会対策大綱新子育て安心プラン 84 1.33 コロナ禍始まる

2021 81 1.30
2022 77 1.26
2023 こども未来戦略方針 こども家庭庁の設置
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